
役 職 一 覧 表

分 類 役 職 名

代表権を有する社員 代表取締役､会長､理事長等

役員 取締役､監査役、理事、監事等

出先の長 支店(社)長、営業所長等

部長 事務局長等の相当職を含む。

課長 相当職を含む。

顧問 参与等の相当職を含む。

その他 課長代理等課の長に至らない従業員

※ 部課係のある場合に、部長（相当職を含む。）以下で係長（相当職を含

む。）以上の方は「○○部長」、「○○部○○課長」、「○○部○○課課長補佐」、

「○○部○○課○○係長」のように、係長以上でない方は「○○部○○課×

×係員」のように部課係まで明らかになるように記入して下さい。

また、部課係のない場合でも、「ママ」、「マスター」、「バーテン」のよう

な俗称は避け、「店長」、「店員」、「従業員」のように記入して下さい。


